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２９
年度

３０
年度

比較 （３）その他

304 316 +12 0

101 71 -30 0

405 387 -18 0

（１）１年生 （２）２年生 （３）３年生 （４）４年生 （５）５年生 （６）６年生 男子 女子

66 52 43 62 55 38 182 134

28 36 8 49 22

児童生徒数
いじめの認知について いじめの解消について

※ いじめが「解消している」状態
①いじめに係る行為の解消；被害者に対する心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）が止んでいる状態が相当の期間継
続していること。この相当の期間とは，少なくとも３か月を目安とする。
②被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと；いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点において，被害児童生徒がいじめの行為により心身の苦
痛を感じていないと認められること。被害児童生徒本人及びその保護者に対し，心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認する。

学年別 男女別

4

89

（２）解消に向けて
取組み中認知率 （１）解消しているもの

（日常的に観察継続中）

１．いじめの認知件数と解消件数

平成３０年度　児童生徒のいじめの現状について

2399

231 85
中学校合計 876 8.1% 67

1523小学校合計 20.7%

２．いじめの認知件数の学年別内訳

松伏町合計 16.1% 298

小学校合計

中学校合計
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4．いじめ防止対策推進法第２８条第１項に規定する「重大事態」発生件数

松伏小 金杉小 松二小 松伏中 第二中 計

0 0 0 0 0 0
第二十八条　学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態（以下「重大事態」という。）に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資
するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするため
の調査を行うものとする。
 一　いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
 二　いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
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発生件数

冷やかしやからかい，悪口や脅し文句，嫌なこ
とを言われる。

仲間はずれ，集団による無視をされる。

軽くぶつかられたり，遊ぶふりをしてたたかれ
たり，蹴られたりする。

ひどくぶつかられたり，たたかれたり，蹴られた
りする。

金品をたかられる。

金品を隠されたり，盗まれたり，壊されたり，捨
てられたりする。

嫌なことや恥ずかしいこと，危険なことをされた
り，させられたりする。

パソコンや携帯電話等で，ひぼう・中傷や嫌な
ことをされる。

その他

9

50

9

３．　いじめの態様（複数回答可）

小学校合計

259


